
　市内の子供たちに地元農産物への愛着心を育んでもらうととも
に、地域の魅力を改めて感じてもらうことを目的として、つがるブラ
ンド農産物を活用した学校給食メニューを3種類開発しました。
　考案したのは、東京と弘前の２拠点で活動している料理家の
長内美補子さんです。開発したメニューは使用品目の旬の時期に
合わせて、順次ご紹介する予定です。
　今回ご紹介する開発メニューのレシピは、フレッシュトマトのラグ
ーソースパスタです。QRコードからレシピを見ることができるので、
夕食の参考にしてみてはいかがですか？

　下水道や浄化槽は、私たちの生活環境と水環境を守る大切な施設です。誤った使い方をすると、詰まり・悪臭・故障の
原因となるだけでなく、河川の汚染にもつながることから、以下の点にご注意ください。

【流してはいけないもの】
紙類・異物

　トイレットペーパー以外の紙（ティッシュ、おむつ、ウェットティッシュ等）は流さないでください。近年、水に溶けない異物
等が混入し、マンホールポンプが停止する事例が増えています。仮にマンホールポンプが故障してしまうと、悪臭の原因
や最悪の場合、汚水が各家庭へ逆流する恐れがあります。

油類・生ごみ

　調理後の油、食べ残しや生ごみを排水口に流さないでください。油類は、配管内で冷えて固まり、詰まりや悪臭の原因
となります。使用済み油は新聞紙等に吸わせるか、凝固剤で固めて、燃やせるごみとして処分してください。食べ残しや
生ごみは三角コーナーやごみ受けネットで受け止め、水気を切って燃やせるごみとして処分してください。

【浄化槽の維持管理】
　浄化槽は、微生物のはたらきで、台所や風呂、洗濯などの生活排水やトイレの排水を浄化する装置です。正しく維持
管理をしないと、本来の機能が発揮できず、川や海などの水質を悪化させる原因となります。
　浄化槽の維持管理は、次の３点が法律で義務付けられています。
　①保守点検　浄化槽の修理、調整・点検。（年に３～４回）
　②清　　掃　浄化槽内部の汚泥の引き出しや装置の洗浄等。（年１回以上）
　③法定検査　浄化機能が十分に発揮されているか確認するための水質検査。
　　　　　　　 （使用開始時に１回、その後年１回）
※浄化槽の使用を開始した時や、使用を休止または廃止（撤去）した時、管理者が変更になった時などには、県への報

告・届出が必要となります。

【問い合わせ先】下水道に関すること：下水道課　電話42-2111（内線371、374）
浄化槽の保守点検、届出等：弘前環境管理事務所　電話0172-31-1900
浄化槽の法定検査：一般社団法人青森県浄化槽検査センター　電話017-726-9500

【問い合わせ先】観光・ブランド戦略課　電話42-2111（内線433）
レシピはこちらの
QRコードから

つがる市農産物活用学校給食メニューを紹介します！

下水道・浄化槽を正しく使いましょう
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有　料　広　告

塗替え予定のお客様必見！
屋根・外壁「よみがえり」計画を！

自慢の手塗り仕上げで特別価格にて施工！

高所作業車2台導入で、高い所、こう配のある
屋根等で大活躍します。14mものびます
足場も自分たちで組むため安く施工できます。

ぜひ、お家のメンテナンスを！塗り替えの目安は、
屋根は５年～７年、外壁は10年前後です。

ご連絡先

当社はここがちがう！　　診断・お見積り無料

090-2023-2226（担当木村まで）

下塗り強化
がっちりガード
下塗り強化
がっちりガード

有　料　広　告

▼日時：7/27(月)8時半～13時
▼集合場所：松の館　会議室B
▼対象：市内在住の小学生とその保護者
▼持ち物：エプロン、三角巾、手拭き布巾
　　　　　長靴（畑で収穫しますのでご持参ください）
▼参加料：子ども1人当たり500円（きゅうり収穫料、料

理教室材料代として）
▼定員：12組

　今年の夏は、親子できゅうりの収穫や簡単な調理を通して食育について考えてみませんか？　奮ってご参加ください！

　県では、2050年カーボンニュートラル（温室効果ガス排出実質ゼロ）の実現に向けて、住宅用太陽光パネルや蓄電
池の共同購入事業を行っています。まずは無料の参加登録をすることで、事前の見積もりが可能です。詳細はホームペ
ージまたはQRコードよりご確認ください。

▼申込期限：12月3日(木)まで
▼申し込み：ホームページまたはQRコード
　から申し込みください。

【問い合わせ先】みんなのおうちに太陽光事務局　電話0120-723-100
市役所エネルギー政策課　電話42-2111（内線358)

　市では、二酸化炭素の排出を抑制し環境にやさしいまちづくりを推進するため、市民および市民となる方を対象に、
所有する住宅に太陽光発電設備や蓄電池を導入する場合の設置費用の一部を補助しています。
▼補助金額等

※蓄電池のみの設置は対象外です。
▼申請受付期間：令和8年12月31日(木)まで
▼申請方法：書類の提出は、電子申請のみになります。詳細は必ず市ホーム
　ページでご確認ください。
※申請受け付けは先着順に行い、予算額に達した時点で募集を終了します。

【問い合わせ先】エネルギー政策課　電話42-2111（内線358)

▼申込期間：7/1(水)～17(金)
▼申し込み：電話で農林水産課へ申し込みください。
　申込者多数の場合は、抽選とします。
※当日は汚れてもよい服装で参加をお願いします。
※当日、事業の記録のため写真の撮影がありますので、

ご了承ください。収穫体験で収穫したきゅうりは、お持
ち帰りいただけます。

【問い合わせ先】農林水産課　
　　　　　　　 電話42-2111（内線422)

親子収穫体験＆料理教室を開催します

住宅用太陽光パネル等共同購入事業

住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業のご案内

対　　象 補　助　額 上限
自家消費型太陽光発電設備 5万円/kW 25万円

定置用蓄電池 対象となる蓄電池価格の1/3（上限14.1万円/kWh） 35万円

市ホームページ
はこちらから
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